
【被保険者からの提出書類】 【相手方（第三者）からの提出書類】

※誓約書は相手方（第三者）に記入していただくものです。相手方（第三者）が、誓約書の提出を
拒否した場合は、余白に理由を必ず付記してください。

（例）被保険者の過失が大きいために取得不可等
（例）相手方と連絡がとれず、署名がもらえない等

※『念書』は、事故の治療に国民健康保険を使用され、相手方（第三者）が賠償すべき医
療費を熊本市が立て替え払いしますので、その医療費を熊本市が直接相手方（第三者）に
請求することに異議のないことを確認するものです。

※示談される場合は、事前にご相談ください。示談の内容によっては、熊本市が相手方
（第三者）に請求できなくなる場合があります。また、示談された場合には、示談書の写
しを必ず提出してください。
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